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内水面漁場  （有料漁  
場 ） の情報を表示  

漁業権漁場を可視化  位置情報から自分がい  
る場所の情報がわか  る  



魚釣りをする場合は、エリから離れてください。

・エリ（小型定置網）は、漁業者の大切な漁具です。

・エリ近くでの船舶の航行や魚釣りは漁具が損傷することにつながるだけ
　でなく、水中のロープ等に接触する恐れがあり大変危険です。

・またエリが設置されている区域には、漁業法に基づく第２種共同漁業権
　が設定されており、漁業権を侵害した場合、漁業法の規定に基づき処罰
　される場合があります。（漁業法第195条）
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は　じ　め　に

ɹ琵琶湖ݝ内のଟ͘の河川にはɺそのਫܥにしか
ੜଉしないྨڕをؚめͯた͘さんのਫ࢈ੜがੜଉし
ͯい·すɻࢲたͪは͜の๛かなਫݯࢿ࢈のԸܙにΑͬ
をָしΉ͜ͱがで͖ͯړをӦΈɺ釣りなどの༡ۀړͯ
い·すɻ
ɹしかしɺ֤ਓがԿのルールもな͖͘উखにڕをั
Εど͏なるでしΐ͏かɻ๛かなਫݯࢿ࢈はׇރしͯ
し·͏かもしΕ·ͤんɻ·たɺۀړ༡ړのடংがཚ
Εɺړのదਖ਼なར用がで͖な͘なͬͯし·͏͜ͱも
ΒΕ·すɻ͑ߟ
ɹ͜のためɺۀړ๏࣎լۀړݝௐنଇなどにΑりɺ
߹にकΒなけΕなΒないルール͏ߦをړ༡ۀړ
がܾめΒΕͯい·すɻ
ɹ͜のखはɺ͜͏したルールについͯ༡ړをさΕる
ΈなさんにΘかりす͘ղઆしたものですɻझࢫをΑ
͘ごཧղいた͖ͩɺルールをकͬͯ༡ړをָ͓しΈ͘
ͩさいɻ
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検　索　表

ɹڕをัりたいˠɹp.2ᶃ
ɹڕを์ྲྀ・Ҡ২したいˠɹp.2�ʵ2�ɺ��ʵ��

①魚や貝を捕りたい
ɹ̰ɹัりたいڕがܾ·ͬͯいるˠɹp.2ᶄ
ɹ̱ɹัりたいڕがܾ·ͬͯいないˠɹp.2ᶅ
ɹɹ
②捕りたい魚や貝が決まっている
ɹ̰ɹΞϢ・ϏϫϚεをัりたいˠɹp.�ᶆ
ɹ̱ɹΞϚΰ・Πϫφをัりたいˠɹp.�ᶇ
ɹ̲ɹϑφ・Ϟϩίをัりたいˠɹp.�ᶈ
ɹ̳ɹίΠをัりたいˠɹp.�ᶉ
ɹ̴ɹφΪをัりたいˠɹp.�ᶊ
ɹ̴ɹγδϛをัりたいˠɹp.�ᶋ
ɹ̵ɹΦΦΫチόε・ϒルーΪルをัりたいˠɹp.�ᶌ
ɹ̶ɹそのଞのڕをัりたいˠɹp.�ᶍ

③捕りたい魚や貝が決まっていない
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止߲ࣄをりたいˠɹp.�ᶎ
ɹ̲ɹ༗ྉ釣りについͯりたいˠɹp.�ᶏ
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④アユ・ビワマスを捕りたい
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止߲ࣄをりたいˠɹp.�ʵ7
ɹ̲ɹ༗ྉ釣りについͯりたいˠɹp.�ᶏ

⑤アマゴ・イワナを捕りたい
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止ظ間をりたいˠɹp.��
ɹ̲ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹp.��ʵ�7ɺ��
ɹ̳ɹัͬͯྑいେ͖さをりたいˠɹp.��
ɹ̴ɹ༗ྉ釣りについͯりたいˠɹp.�ᶏ

⑥フナ・モロコを捕りたい
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹp.��ʵ��
ɹ̲ɹัͬͯྑいେ͖さをりたいˠɹp.��
ɹ̳ɹ༗ྉ釣りについͯりたいˠɹp.�ᶏ
ɹɹ
⑦コイを捕りたい
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹp.��ʵ�7ɺ��
ɹ̲ɹัͬͯྑいେ͖さをりたいˠɹp.��
ɹ̳ɹ༗ྉ釣りについͯりたいˠɹp.�ᶏ



ʵ � ʵ

⑧ウナギを捕りたい
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹp.��ʵ�7ɺ��
ɹ̲ɹัͬͯྑいେ͖さをりたいˠɹp.��
ɹ̳ɹ༗ྉ釣りについͯりたいˠɹp.�ᶏ

⑨シジミを捕りたい
ɹ̰ɹಛにҙすべ͖͜ͱをりたいˠɹp.�ʵ�
ɹ̱ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̲ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹp.�ɺ��ʵ�7ɺ��
ɹ̳ɹัͬͯྑいେ͖さをりたいˠɹp.��

⑩オオクチバス・ブルーギルを捕りたい
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹp.��ʵ�7ɺ��
ɹ̲ɹϦϦーε・์ྲྀについͯりたい
 ˠɹp.2�ʵ2�ɺ��ɺ�2

⑪その他の魚や貝を捕りたい
ɹ̰ɹ使ͬͯྑいړ۩をりたいˠɹp.�2
ɹ̱ɹ禁止ظ間をりたいˠɹp.��
ɹ̲ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹɹp.��ʵ�7ɺ��
ɹ̳ɹัͬͯྑいେ͖さをりたいˠɹp.��
ɹ̴ɹ༗ྉ釣りについͯりたいˠɹp.�ᶏ
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⑫禁止事項を知りたい
ɹ̰ɹ֓ཁをりたいˠɹp.��ʵ��
ɹ̱ɹ禁止ظ間をりたいˠɹp.��
ɹ̲ɹ禁止۠Ҭをりたいˠɹp.��ʵ��
ɹ̳ɹัͬͯྑいେ͖さをりたいˠɹp.��
ɹ
⑬有料釣り場について知りたい　
ɹ̰ɹ釣りのҐ置をりたいˠɹp.��ʵ��
ɹ̱ɹରͱしͯいるڕछをりたいˠɹp.�2ʵ��
ɹ̲ɹྉۚをりたいˠɹp.��ʵ��
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アユ、ビワマス捕りをされる方への注意事項

■禁止期間があります。（県内全域で適用）
ɹ࣍のظ間はั࠾しͯはいけ·ͤんɻҧしͯั࠾したڕのॴ࣋ɺ
ൢചも禁止ですɻ

　　　　　　アユ　　　8月21日から11月20日まで
（たͩしɺ༗ྉ河川ړではɺ֤ڠړがఆめた༡نړଇにैͬͯ
ͩ͘さいɻ·たɺ�݄��·では釣りɺたも網ɺखづかΈで࠾
ัする͜ͱはで͖·すɻ）

　　　　　　ビワマス　10月1日から11月30日まで
間（p.��）ظछผ禁止ڕ 

■禁止区域があります。（保護水面等）
ɹΞϢの࢈ཛにॏཁな河川の一෦の۠Ҭではɺ上ั࠾ه禁止ظ間
にՃ͑ɺ9月1日から11月30日までɺΞϢɺϏϫϚεをؚΉすべ
ての水産動物の採捕が禁止さΕ·すɻ
 禁止۠Ҭ（p.��ʵ��）

■ビワマスには全長制限があります。
　全長30cm以下のϏϫϚεはั࠾しͯはいけ·ͤんɻ
 શ長੍限（p.��）

■ 船舶を用いたビワマス遊漁は禁止されています。
ɹ琵琶湖ւ۠ۀړௐҕһձのঝೝをडけた߹はɺҕһձࣔࢦ
でܾめΒΕたൣғで船舶を用いたϏϫϚε༡ړを͜͏ߦͱがで͖
·すɻ ঝೝ੍（p.7）
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■遊漁者によるビワマス等引縄釣等の承認制
ɹϏϫϚεྔݯࢿҡ࣋のためɺ琵琶湖ւ۠ۀړௐҕһձに͓いͯ「༡ړ
ऀにΑるϏϫϚε等引縄釣等のঝೝ੍にؔするҕһձࣔࢦ」（ྩ̑��
݄��）がൃग़さΕɺ༡ऀړが引縄釣͓Αび船舶を用いͯϏϫϚεั࠾
を͏ߦにはಉҕһձのঝೝがඞཁですɻ·たプレジャーボート使用者（ࣗ
つଞਓかΒ使用をೝめΒΕた࣋限をݖつ船舶·たは使用࣋限をݖが使用ݾ
船舶にΑり引縄釣等をしΑ͏ͱするऀɻྫɿࣗ༑ਓの船ɺϨンλルボ
ートをར用するਓ）の引縄釣等可能期間は令和５年12月1日から令和６年
6月30日までですɻҕһձࣔࢦのルールはऀۀړͱ༡ऀړを͋ΘͤたϏϫ
Ϛεྔั࠾がɺݯࢿӨڹをٴ΅さないൣғにऩ·るΑ͏ઃఆしたもので
すɻな͓ɺ引縄釣にؔする੍はɺຖɺಉҕһձでٞڠしܾఆし·すɻ
͜のためɺ੍内༰についͯはมߋさΕる߹が͋り·すɻ
ɹな͓ɺঝೝをडけた༡ړ船ऀۀの船舶に͓いͯɺ٬ͱしͯ引縄釣等を
߹ɺঝೝはෆཁですɻ͏ߦ

（ߟࢀ）

̍ɽ༡ظړ間ɹɹɿྩ̑�2݄�ʙྩ݄̒̒��

２ɽਃडظ間ɿ R5－R6シーズンは定員（約1900名）に達したため締め
切りました。R6－R7シーズンの承認制度については令和
6年9月頃に水産課ホームページに公開予定です。

̏ɽঝೝํ๏ɹɹɿ ֤ ༡ऀړが琵琶湖ւ۠ۀړௐҕһձਃしɺঝೝを
डける

̐ɽ釣๏の限ఆɹɿ�ঝೝ当たり2ຊ以内（を使用しない引縄釣は禁止）

̑ɽ釣針のݸɹɿ�ຊにつ͖ݸ�（γンάルϑッΫ）

̒ɽ釣Ռ等のใࠂɿྩ̒7݄��·でにࢦఆの༷ࣜでใࠂ

̓ɽඌの੍限ɹɿ釣り上͛たϏϫϚεのอ͓࣋Αびؼͪ࣋りは̑ඌ以内

ᛇኬƴƭƍƯƸŴɦᚡǇưƓբƍӳǘƤƘƩƞƍŵ

ų࿄࿅ฯෙғಅᛦૢۀՃ˟ʙѦޅųų6'.�������������

琵琶湖海区漁業調整委員会
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シジミ捕りをされる方への注意事項（1）

■遊漁者の貝掻
かき
網使用は禁止されています。

ૡ網（δϣϨン等）を使ͬͯγδϛをั࠾する༡ړは禁止さΕͯ
い·すɻ༡ऀړが͑ߦるړ๏はెखั࠾のΈͱなͬͯい·すɻ（p.�2）

·たɺγδϛのେ͖さ（֪長）の੍限も͋り·すɻ
֪長�.�DN 以下のγδϛはั࠾禁止ですɻ（p.��）
ˎ ҧした߹はɺ࣎լۀړݝௐنଇにΑりॲ

േのରͱなり·すɻ

使ってはいけない貝掻網の一例
ɹ網の෦がۚଐ製ણҡ製のものɺࣗసंのΧΰなどを用いͯ
したものも使用禁止ですɻ࡞ࣗ

使用禁
止！

殻長

λϞ網で͋ͬͯもૡ網ͱしͯ
使用するͱҧになり·すɻ
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シジミ捕りをされる方への注意事項（2）

■漁業権漁場が設定されています。
ɹ琵琶湖の一෦ਫҬ（下ਤࢀর）にはྨのړݖۀړがઃఆさ
Εͯい·すɻ͜のړ内でγδϛをั࠾した߹ɺݖۀړを৵
したͱしͯേͤΒΕる͜ͱが͋り·すɻ

（๏ୈ���ୈ�߲に該当ɿ���ສԁ以下のേۚۀړ）
（��.p）ݖۀړ 

౦෦ঝਫߔ
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魚種別採捕禁止事項早見表（遊漁関係）

ɹछڕ 禁止߲ࣄ 禁止߲ࣄの内༰ ରਫҬ

ΞɹϢ 禁止ظ間

�݄2�ʙ�݄�� 内શҬݝ

�݄�ʙ��݄2� 内શҬݝ

�݄�ʙ��݄�� อޢਫ໘（��）

ϏϫϚε

禁止ظ間 ��݄�ʙ��݄�� 内શҬݝ
େ͖さの੍限 શ長��DN以下 内શҬݝ

๏の੍限ړ۩ړ
ঝೝのない船舶を用い
たϏϫϚε釣りの禁止

（禁止߲ࣄのৄࡉは17）
琵琶湖

ΞϚΰ・Πϫφ
禁止ظ間 ��݄�ʙ��݄�� 内શҬݝ
େ͖さの੍限 શ長�2DN以下 内શҬݝ

ϑɹφ

禁止ظ間 �݄�ʙ7݄�� อޢਫ໘（�2）

େ͖さの੍限
ೋΰϩϒφのΈ
શ長22DN以下 内શҬݝ

શ長��DN以下 内શҬݝ

Ϟϩί
禁止ظ間 �݄�ʙ7݄�� อޢਫ໘（�2）

禁止۠Ҭ（༧ఆ） �݄�ʙ�݄�� 禁止۠Ҭ（��）

ίɹΠ

େ͖さの੍限 શ長��DN以下 内શҬݝ

์ྲྀ等の੍限
琵琶湖・河川等かΒଞ
ਫҬの࣋ग़し禁止ɻ
琵琶湖・河川等の์
ྲྀの੍限ɻ

内શҬݝ

γδϛ
๏の੍限ړ۩ړ ૡ網（δϣϨン）の

使用禁止 内શҬݝ

େ͖さの੍限 ֪長�.�DN以下 内શҬݝ
（ˎ̍）ɹΞϢのอޢਫ໘ɿ࢈ཛൟ৩อޢのため以下�河川の下ྲྀͱその河口Ҭにઃఆ
ɹɹɹɹ҆ಶ川ɹੴా川ɹ内川ɹԘେ川ɹ࢞川ɹఱ川ɹݘ上川ɹ川

（ˎ２）ɹϑφ・Ϟϩίのอޢਫ໘ɿ࢈ཛൟ৩อޢのため以下2ਫҬにઃఆ
ɹɹɹɹۙߐീ഼ࢢொઌɹ長ࢢ湖ொઌ

（ˎ̏）ɹϗンϞϩίの࢈ཛอޢのため以下� ਫҬにઃఆ
ɹɹɹɹҏఉ内湖ྲྀೖ河川ӝੜ川ɹ᪻ޫࣉ川ɹの湖ྲྀೖ河川ࢁຊ川
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ରړ๏ උɹߟ ଇ等نڌࠜ রࢀ
釣りɺたも網ɺ
खづかΈ以֎ たͩしɺ༗ྉ河川ړをআ͘ɻ

ଇنௐۀړ p.��

すべͯ ଇنௐۀړ p.��

すべͯ ΞϢをؚΉすべͯのਫ࢈ಈの
禁止ɻั࠾

ਫݯࢿ࢈อޢ๏
ଇنௐۀړ p.��

すべͯ ཛもؚΉɻ ଇنௐۀړ p.��
すべͯ ҕһձࣔࢦ p.��

船舶を用いた༡ړ ༡ऀړが引縄釣等を͏ߦ߹はɺ
ঝೝがඞཁɻ

ଇنௐۀړ
ҕһձࣔࢦ p.7

すべͯ ཛもؚΉɻ ଇنௐۀړ p.��
すべͯ ଇنௐۀړ p.��

すべͯ ਫݯࢿ࢈อޢ๏
ଇنௐۀړ p.��

・ख釣りɺૡ
か ͖

網ɺ
खづかΈ以֎

たͩしɺ༗ྉ河川ړをআ͘ɻ ҕһձࣔࢦ p.��

すべͯ ଇنௐۀړ p.��

すべͯ

ਫݯࢿ࢈อޢ๏
ଇنௐۀړ p.��

ϞϩίをؚΉすべͯのਫ࢈ಈ
のั࠾禁止ɻ ҕһձࣔࢦ 1��

すべͯ ଇنௐۀړ p.��

すべͯ ,)7·んԆ止のためɻ ҕһձࣔࢦ p.��

ెखั࠾以֎ ଇنௐۀړ p.�

すべͯ ଇنௐۀړ p.��

ご利用にあたって
ɹ͜のදの内༰はɺ؆ུԽしͯࡌهしͯい·すɻৄࡉはඞͣຊจで֬ೝしͯ
ͩ͘さいɻ·たɺ内ਫ໘ୈ�छڞಉړݖۀړ（༗ྉ河川ړ）ではɺ֤ړ
の༡نړଇにैͬͯͩ͘さいɻごෆ໌なはɺ࣎լݝਫ࢈՝·で͓い߹Θ
ͤͩ͘さいɻ
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Ⅰ　遊漁に関する制限または禁止事項について 

ɹ࣎լۀړݝௐنଇɺۀړ๏ɺਫݯࢿ࢈อޢ๏ɺҕһձ͓ࣔࢦ
Αび࣎լݝ琵琶湖のϨδϟーར用のదਖ਼Խにؔするྫ（）にΑ
りنఆさΕͯいる༡ړにؔする੍限·たは禁止߲ࣄは࣍のͱ͓り
ですɻ（੍の֓ཁはɺp.��以߱をࢀর）

（）以下ɺ࣍のΑ͏にུすɻ
ɹ࣎լۀړݝௐنଇʹ「نଇ」
ɹۀړ๏ɹɹɹɹɹɹʹ「๏」
ɹਫݯࢿ࢈อޢ๏ɹɹʹ「อޢ๏」
ɹҕһձࣔࢦɹɹɹɹʹ「ࣔࢦ」
ɹ࣎լݝ琵琶湖のϨδϟーར用のదਖ਼Խにؔするྫʹ「ྫ」

1．遊漁者の漁具・漁法の制限（規則第43条）
ɹ༡ऀړは࣍に͛ܝる以外のړ・۩ړ๏にΑͬͯਫ࢈ಈ২を࠾
ัしͯはなり·ͤんɻ （േଇʵ#ྨ p.2�）

˓引縄釣（琵琶湖・内湖に限る）
ɹ※ ϏϫϚε等を目తͱする引縄釣༡ऀړは琵琶湖ւ۠ۀړௐҕһձに

ঝೝをडけるඞཁが͋り·すɻ（ৄし͘はp.7）
˓投網（船舶を使用しないものに限る）
˓かご（もんどりɺたつべɺ͏͑をؚΉ）（河川等に限る）
˓竹筒（河川等に限る）
˓押網（�݄�かΒ7݄��·で間は使用禁止）
˓たも網（ૡ（か͖）網ͱしͯの使用をআ͘）
˓さで網
˓釣͓Αびख釣
˓す（�݄�かΒ7݄��·で間は使用禁止）
۩࠾˓
˓ెखั࠾（ΠέチϣΨΠのั࠾をআ͘）
˓置針
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引縄

※承認が必要 （p.7）

釣
(琵琶湖・内湖等に限る) ※投げ刺網（テーナ網等）

　は禁止

投網
(船舶を使用しない
ものに限る)

もんどり
(河川等に限る)

たつべ
(河川等に限る)

竹筒
(河川等に限る)

網目一辺の長さが２センチメートル以上

かご(河川等に限る)

押網

置針

す目 2 センチメートル以上 網目一辺の長さが２センチメートル以上
そで網の間口2メートル以下
※ペットボトル製など網目のないものは

「びんづけ」に該当するため禁止（p.22）
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2．禁止期間（規則第35条）  （േଇʵ"ྨ p.2�）

ɹ࣍に͛ܝるਫ࢈ಈにはɺ࢈ཛൟ৩をอޢするためにั࠾(※)を
禁止するظ間がఆめΒΕͯい·すɻ·たɺ͜Εにҧしͯั࠾し
たਫ࢈ಈのॴ࣋・ൢചも禁止さΕͯい·すɻ
  ɹɹ ɹɹɹɹɹ（ಈをัる߹もؚΉ࢈んでいるਫࢮ）֫ัʹั࠾※

�݄ 2݄ �݄ �݄ �݄ �݄ 7݄ �݄ �݄ ��݄��݄�2݄

Ξ Ϣ

Ϗ ϫ Ϛ ε
Ξ Ϛ ΰ
Π ϫ φ

ΠέチϣΨΠ

3．全長等の制限
（�േଇʵ"ྨ p.2）   （ଇୈ��ن）ଇにΑるものنௐۀړ˓

˓ҕһձࣔࢦにΑるもの
ɹ๏ୈ�2�ɼୈ�7� （േଇʵ$ྨ p.2�）

ɹ࣍に͛ܝるਫ࢈ಈはɺݯࢿอޢのためɺ͋る一ఆのେ͖さ以
下のものはั࠾禁止ͱなͬͯい·すɻั·͑た߹はɺ์ྲྀし·
しΐ͏ɻ·たɺϏϫϚε・ΞϚΰ・Πϫφが࢈んͩཛもั࠾しͯ
はいけ·ͤんɻ

10/1～11/30

8/21～11/20

5/1～7/31

たͩしɺ༗ྉ河川ړをআ͘ɻ·たɺ�݄2�
かΒ�݄��·での間はखづかΈ釣りɺ
たも網でのั࠾はՄɻ

ҕһձࣔࢦにΑる੍ن
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ㅡχΰϩϒφ
ɹࣔࢦにΑり全長22cm以下のものはɺั࠾しͯはなり·ͤんɻ
たͩしɺ࣍に͛ܝる߹はɺ͜の限りで͋り·ͤんɻ
ɹᶃ 内ਫ໘ୈ�छڞಉۀړを内༰ͱするݖۀړもし͘はೖݖړ·

たは༡نړଇにجづいͯั࠾する߹
ɹᶄెखั࠾ɺૡ

ㆉㆌ
網ɺ釣り·たはख釣りでั࠾する߹

な͓ɺᶃɺᶄの߹で͋ͬͯもɺશ長��DN以下のχΰϩϒφはั࠾禁止ですɻ

4．採捕禁止区域
(1)「保護水面」指定にともなう採捕禁止区域（規則第34条）
ɹ琵琶湖ݝ内の河川のなかでɺΞϢɺϗンϞϩί͓Αびχΰϩ
ϒφが࢈ཛൟ৩するॏཁな۠Ҭはɺਫݯࢿ࢈อޢ๏にجづ͘「อ
間にはɺ۠Ҭ内を८ճظ禁止ั࠾ఆさΕͯい·すɻࢦਫ໘」にޢ
しͯ࢈ཛ・ൟ৩อޢのࢦ・ൃܒಋに͋たͬͯい·すɻ

˓ΞϢのอޢਫ໘
ɹݝ内શҬでద用さΕる禁止ظ間（p.��）にՃ͑ɺ࣍に͛ܝる
۠Ҭではɺ݄̍̕かΒ��݄��·での間ɺΞϢをؚΉすべͯ
のਫ࢈ಈのั࠾が禁止ͱなり·すɻ （േଇʵ"ྨ p.2�）

河川໊
อޢਫ໘۠Ҭ 禁止ظ間

内༰上ྲྀ 下ྲྀ

҆ಶ川 ᶃ ৽Ѵொࢢౡߴ・ಶ川ொৗ൬҆ࢢౡߴ
҆Ҫ川ઌɺޒ൪ྖ҆Ҫ川ઢৗ҆ڮ

川
尻
（
管
理
者
が
河
口
付
近

の
両
岸
に
設
置
し
た
標
柱
を

結
ん
だ
線
の
中
点
）
よ
り
沖

合
半
径
ù÷÷
メ
ー
ト
ル
の
線

9
月
1
日~

11
月
30
日

ア
ユ
等
す
べ
て
の

水
産
動
物
の
採
捕
禁
止

ੴా川 ᶄ ಓࠃઌɺݪொ᥉ੜ・കࠓࢢౡߴ
���߸ઢ上ϊڮ

内川 ᶅ อ・上։ాઌɺٱࣉϚΩϊொࢢౡߴ
上։ాڮ

Ԙେ川 ᶆ 長ࢢઙҪொूࣉઌɺूࣉ川
ͱの߹ྲྀ

ペーδଓ࣍͘
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ɹ川࢞
（川࣌ߴ） ᶇ

長ٶࢢ෦ொ・長ࠃࢢ༑ொઌɺ
川ͱの߹ྲྀ
長ࢢ湖ொഅ・খࠓઌɺࠃಓ�
߸ઢഅڮ

川
尻
（
管
理
者
が
河
口
付
近

の
両
岸
に
設
置
し
た
標
柱
を

結
ん
だ
線
の
中
点
）
よ
り
沖

合
半
径
ù÷÷
メ
ー
ト
ル
の
線

9
月
1
日~

11
月
30
日

ア
ユ
等
す
べ
て
の

水
産
動
物
の
採
捕
禁
止

ఱ川 ᶈ ถࢢݪຳӜ・ԁࣉઌɺొؠ
ઢຳӜڮ上ྲྀのԃఅ

上川ݘ ᶉ ࠜٶߴࢢொ・ํݘொઌɺࠃಓ�߸
ઢઍௗڮ

川 ᶊ େࢢখɺதઌ

˓ϑφɺϞϩίのอޢਫ໘
ɹ下ਤのอޢਫ໘の۠Ҭの一෦·たはશҬではɺ4月1日から7月
31日までの間ɺフナおよびモロコの採捕が禁止さΕͯい·す（േ

ଇʵ"ྨ p.2�）ɻ

ɹな͓ɺอޢਫ໘の۠ҬではϑφϞϩίの࢈ཛڥのอશஓ
をྗڠのごޢཛൟ৩อ࢈ΘΕͯい·すのでɺߦの์ྲྀなどがڕ
いし·すɻئ͓

北

標柱

浜樋門

近江八幡市牧町地先
（"）

（#）
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(2)その他の採捕禁止区域
ɹ࣍に͛ܝる۠Ҭもɺਫݯࢿ࢈のอޢഓཆのためั࠾禁止ظ間が
ઃఆさΕͯい·すɻ（p.2��2�ɿอޢਫ໘・禁止۠Ҭ一ཡਤࢀর）
（�േଇʵ"ྨ p.2）  （ଇୈ��ن）ଇにΑるものنௐۀړ˓

ਫҬ 禁止۠Ҭ 禁止ظ間 禁止内༰

琵琶湖

୩内܀ԭౡொઌɺࢢീ഼ߐۙ（͋）
（ਤ͋）

5月10日

～

7月10日

水
産
動
物
の
採
捕
禁
止

（い）ߴౡ҆ࢢಶ川ொ࢛川ؙۚڮかΒງ川
ઌ（ਤい）ڮ

4月1日

～

7月31日

上川ݘ （͏）ଟլொେࣈ೭ඌઌɺۚ಄टの
上ྲྀ7�Nɺ下ྲྀ7�N以内の۠Ҭ

2月1日

～
6月30日

ɹ川࢞ （͑）ถࢢݪখઘઌɺൃి用ਫऔೖ口ԃఅ
かΒ上ྲྀ7�Nɺ下ྲྀ7�N以内の۠Ҭ

川࣌ߴ （͓）長ࢢ೭ຊொڮݹઌɺ߹ಉҪԃか
Β上ྲྀ7�Nɺ下ྲྀ7�N以内の۠Ҭ

ऱ川 （か）湖ೆࢢੴ෦ઌɺੴ෦಄टかΒ上
ྲྀ7�Nɺ下ྲྀ2��N以内の۠Ҭ

琵琶湖

（̘）
長ࢢ湖ொඌ上ઌに͋るେن૿
৩にઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ
2�N以内の۠Ҭ

4月1日

～

7月31日

フ
ナ
、
モ
ロ
コ
の
採
捕
禁
止

（̙）
ాࢁࢢொઌに͋るେن૿৩
にઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ2�N
以内の۠Ҭ

（̚）
ऱتࢢ߹ઌに͋るখن૿৩に
ઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ2�N以
内の۠Ҭ

（̛）
長ࢢઙҪொ݄ग़ઌに͋るখن
૿৩にઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ
2�N以内の۠Ҭ

ペーδଓ࣍͘
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ਫҬ 禁止۠Ҭ 禁止ظ間 禁止内༰

琵琶湖

（̜）
େࢢҥ川一ஸ目ઌに͋るখن૿
৩にઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ
2�N以内の۠Ҭ

4月1日

～

7月31日

フ
ナ
、
モ
ロ
コ
の
採
捕
禁
止

（̝）
कࢢࢁҪொઌに͋るখن૿৩
にઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ
2�N以内の۠Ҭ

（̞）
૿ن৽Ѵொἠఉઌに͋るখࢢౡߴ
৩にઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ
2�N以内の۠Ҭ

（̟）
େࢢখઌに͋るখن૿৩に
ઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ2�N以
内の۠Ҭ

（̠）
େࢢൺӥ⁋ઌに͋るখن૿৩
にઃ置さΕͯいるු࢈ཛচかΒ2�N
以内の۠Ҭ

（̡）
ܕҬೆాொઌに͋るࢢീ഼ߐۙ
૿৩の؛అのೆͱを݁んͩ
ઢかΒ؛ଆの۠Ҭ
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˓ҕһձࣔࢦにΑるもの ๏ୈ�2�ɼୈ�7�
 （േଇʵ̘ྨ p.2�）ɹ

ਫҬ 禁止۠Ҭ 禁止ظ間 禁止内༰

の湖 (͖)
ઌɺの湖͓Αびಉ湖かࢢീ഼ߐۙ
Β琵琶湖に௨ͣるਫ࿏なΒびにಉ湖प
辺のਫ࿏

周年 貝類の
採捕禁止

 （േଇʵ̘ྨ p.2�）

ਫҬ 禁止۠Ҭ 禁止
間ظ

禁止
内༰上ྲྀ 下ྲྀ

ఱ川 (B)
や
な
工
作
物
の
上
流
��
ｍ

川৲
漁
具
が
設
置
さ
れ
て
い
る
期
間

水
産
動
植
物
の
採
捕
、
魚
道
の
遮

断
、
魚
群
の
散
逸
行
為
の
禁
止

川（ೆઌ）࢞ (C) 川৲
川࣌ߴ (D) な࡞の下ྲྀ���N
Ԙେ川 (E) 川৲
内川 (F) 川৲
ੴా川 (G) 川৲
҆ಶ川ྲྀ (H) 川৲
҆ಶ川ೆྲྀ (I) 川৲
川（ીࠜઌ）࢞ (J) な࡞の下ྲྀ2��N
ా川 (K) 川৲

 （േଇʵ̘ྨ p.2�）

ਫҬ 禁止۠Ҭ 禁止
間ظ

禁止
内༰上ྲྀ 下ྲྀ

ҏఉ内湖ྲྀೖ河川
ӝੜ川 (L) ఱඌڮ上ྲྀ 目㟒ڮ下ྲྀ

4月1日～
５月31日

水
産
動
物
の

採
捕
禁
止

ҏఉ内湖ྲྀೖ河川
川ࣉޫ᪻ (M) େڮ上ྲྀ 下ྲྀڮࣉޫ᪻

の湖ྲྀೖ河川
ຊ川ࢁ (N) দڮݪ上ྲྀ ڮ下ྲྀ

ҏఉ内湖

目㟒ڮ下ྲྀかΒఱඌڮ上ྲྀ·でのӝੜ川�2�N

ӝੜ川

川2�7Nࣉ上ྲྀ·での᪻ޫڮ下ྲྀかΒେڮࣉޫ᪻ ڮ下ྲྀかΒদڮݪ上ྲྀ·でのࢁຊ川���N

の湖

ຊ川ࢁ

川ࣉޫ᪻
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（
3）
保
護
水
面
・
禁
止
区
域
一
覧
図

ɹ
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禁
止

۠
Ҭ

の
ৄ

ࡉ
は

ɺ
֤

ه
߸

に
ର

Ԡ
す

る
p.

��
ʙ

p.
��

の
ද

·
た

は
ਤ

を
ご

ཡ
͘

ͩ
さ

い
ɻ
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5．禁止漁具・漁法  
ɹ࣍に͛ܝるړ・۩ړ๏にΑりਫ࢈ಈをั࠾しͯはいけ·ͤんɻ
˓ਫݯࢿ࢈อޢ๏にΑるもの（อޢ๏ୈ�・�）
 （േଇʵ̙ྨ p.2�）

˓爆発物を使用するړ๏
˓有毒物を使用するړ๏

（�േଇʵ̖ྨ p.2） （ଇୈ�7ن）ଇにΑるものنௐۀړ˓

˓動力をར用するړׯ๏
˓ਫதに電気を௨ͯ͡するړ๏
˓ ༄のࠜ·たはྨ（͜ΕにྨするものをؚΉ）を使用しɺ

もΖ͜を༠கしͯするړ๏
˓潜水器（؆қજਫثをؚΉ）
˓びんづけ（Ψϥε以֎の࣭ࡐを使用するړ๏をؚΉ）
˓ 発射装置を༗するړ۩（ΰϜにΑるもの等ɺਓྗ以֎のํ

๏でࣹग़するものををؚΉ）

ਫதにిؾを௨ͯ͡
するړ๏̫

びんづけ
（ペットボトルをར用したものをؚΉɻ）

ʷ

༄のࠜ·たはྨ（͜ΕにྨするものをؚΉɻ）
を使用しɺもΖ͜を༠கしͯするړ๏

ʷ ൃࣹ置を༗するړ۩ʷ
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˓ҕһձࣔࢦにΑるもの（๏ୈ�2�）
 （േଇʵ$ྨ p.2�）

˓ 琵琶湖でのूڕを目తͱした照明器具（集魚灯）を使用する
๏ړɺ۩ړ

˓引縄釣（禁止ظ間ɿ��݄�ʙ ��݄��）

6．その他の漁具・漁法の制限
（ଇୈ��ن）๏の੍限ړ・۩ړ˓
ɹ࣍に͛ܝるړ۩にΑるਫ࢈ಈのั࠾はɺそΕͧΕ࣍のൣғで
なけΕなり·ͤんɻ （േଇʵ"ྨ p.2�）

۩ɹړ ൣɹғ

かご 網目�辺の長さが2DN以上
そで網が͋るものは間口2N以下

たつべ す目2DN以上

 （༡ړにؔする߲ࣄのΈをൈਮ）

˓間に͓けるړ۩の使用禁止（نଇୈ��）
ɹ࣍に͛ܝるړ۩にΑるਫ࢈ಈのั࠾はɺ࣍のظ間のかΒ
のग़·では禁止ͱなり·すɻ
 （േଇʵ"ྨ p.2�）

۩ɹړ 禁止ظ間
押網（押をؚΉ）

5月1日から7月31日まで
や　す
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7．県内への水産動物の移植禁止（規則第42条）
ɹຊݝはɺ琵琶湖をத৺ͱしたดੑのਫܥͱな͓ͬͯりɺଞਫ
Ҭのਫ࢈ಈをࠐͪ࣋ΉͱɺطଘのੜଶܥのόϥンεがഁյさΕɺ
の上でେ͖ながੜ͡·すɻޢอݯࢿ
ɹ͜のためɺ࣍に͛ܝるਫ࢈ಈ以֎のਫ࢈ಈ（ཛをؚΉ）の
ՄがなけΕで͖·ͤんɻڐのࣄ内のҠ২はɺݝ
 （േଇʵ"ྨ p.2�）

Ҡ২ڐՄがいΒないਫ࢈ಈ
ϏϫϚε ίΠ（p.�2をご֬ೝͩ͘さい） ϑφ
ϗンϞϩί φΪ Παβ
ΰϦ（ϤγϊボϦ） ΞϚΰ Πϫφ
χδϚε ώΨΠ υδϣ
ϫλΧ λχγ γδϛ
ςφΨΤϏ εδΤϏ

についͯڕでั֫さΕた֎དྷݝլ࣎（ߟࢀ）
ɹݝ内の琵琶湖河川ではɺϒルーΪルϒϥッΫόε（Φ
ΦΫチόε）などɺطにൟ৩しࡏདྷੜにେ͖なӨڹをٴ΅
しͯいる֎དྷڕの΄かにɺຖ༷ʑな֎དྷڕがั֫さΕͯい
·すɻ����以߱৽たにั֫さΕた֎དྷڕのछྨはɺ֬ೝ
さΕたͩけでも��छྨ以上にୡし·したɻ৽たな֎དྷڕの
ଟ͘は؍ڕですがɺίΫチόεのΑ͏に釣りのରڕもؚ
·Εͯい·すɻ
ɹ琵琶湖ಛ༗のوॏなੜଶܥをकるためにɺ֎དྷڕをࠐͪ࣋
·ないΑ͏にし·しΐ͏ɻ
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8．外来魚の再放流（リリース）禁止
　　（滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第18条）
ɹ釣りなどのϨδϟー׆ಈで֎དྷڕをั࠾したͱ͖はɺ࠶び琵琶
湖にしͯはいけ·ͤんɻ
ɹରͱなる֎དྷڕはɺ琵琶湖のੜଶܥに༩͑るӨڹのେ͖さɺ
琵琶湖でのൟ৩の༗ແɺϨδϟーでั࠾さΕるかなどかΒɺྫ
のنߦࢪଇでఆめͯい·すɻ

छڕଇでఆめるنߦࢪ
ブルーギル、オオクチバス͓Αびコクチバスͱするɻ

ɹ釣り͋͛た֎དྷڕは琵琶湖にさͣɺ湖؛のެԂߓړなどに
ઃ置さΕͯいる֎དྷڕճऩボッΫεいけすにೖΕ·しΐ͏ɻ
ɹΞメϦΧφϚζ（チϟωルΩϟットϑΟッγϡ）をೖΕる͜ͱ
もで͖·すɻ

ɹ֎དྷڕճऩボッΫεいけすのར用ৄࡉなҐ置についͯはɺ
に͓ࡦੜ՝琵琶湖Ϩδϟーର࠶෦琵琶湖อશڥ琵琶湖ݝլ࣎
い߹Θͤͩ͘さいɻ（5&-ɿ�77��2������）
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9．罰則
ɹࠓ·で͖ͯݟた੍限·たは禁止߲ࣄは࣎լݝ内શҬでద用さ
Εɺҧした߹ɺ࣍のΑ͏なേにॲͤΒΕ·すɻ

"ྨ

（ଇୈ�7に該当نௐۀړݝլ࣎）

�݄以下のもし͘は��ສԁ以下のേۚ·たはซՊ

※ ͜ の΄かɺ൜ਓがॴ༗·たはॴ࣋する֫ړɺその

製ɺړ船·たはړ۩そのଞਫ࢈ಈ২のั࠾の用

にڙさΕるはऩする͜ͱがで͖るɻ

#ྨ
（ଇୈ��に該当نௐۀړݝլ࣎）

Պྉ

$ྨ

（๏ୈ���に該当ۀړ）

�以下のもし͘は��ສԁ以下のേۚ·たはཹ߆

もし͘はՊྉ

※ ࣄがҕһձࣔࢦにै͏べ͖͜ͱを໋͡た߹のΈ

ద用

%ྨ
（ਫݯࢿ࢈อޢ๏ୈ��に該当）

�以下の·たは2��ສԁ以下のേۚ
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10．ルールを守って楽しい遊漁を
ɹऀۀړにͱͬͯ琵琶湖川はɺੜ࢈ので͋りɺかつੜ׆のج
൫ですɻ
ɹ༡ऀړにͱͬͯ琵琶湖川はɺࣗવにしΈɺ໌のྗ׆をಘ
る݈શなϨΫϦΤーγϣンのですɻ
ɹऀۀړͱ༡ऀړの૬ޓཧղのなかでָしい༡ړをするためにɺ
の͜ͱをकͬͯͩ͘さいɻ࣍ଇでܾ·ͬͯいる͜ͱ以֎にもن

秩序ある遊漁
˔ 琵琶湖川を͖Εいにし·しΐ͏ɻ
ɹ ϏχールɺۭΧンɺۭϏンɺͬた㕒ɺ釣り針ɺ釣りࢳ等は

をもͬͯॲཧし·しΐ͏ɻ
˔ ͑ りɺな等のړ۩ɺཆ৩ࢪઃɺු࢈ཛচのप辺͓Αびૢۀத

のړ船の·Θりではɺ釣りを৻Έ·しΐ͏ɻ
˔ 河川のԃఅなどに͋るڕಓはڕのḪ上にେなࢪઃですɻ͜の

ۙでのڕͱりは͑߇·しΐ͏ɻ

安全な遊漁
˔ఱީにҙしͯૺ止にめ·しΐ͏ɻ
なՕॴにཱͪೖΒないΑ͏にし·しΐ͏ɻݥة˔
はめ·しΐ͏ɻړなॴでの༡ݥةのೖ口等ߓ˔

自然を大切に
˔ Ϥγ܈མを࢝めͱするɺ湖؛の২ੜଳはௗୡのେなすΈか

ですɻڻかしたりɺのそۙدΒないΑ͏にし·しΐ͏ɻ
˔ ์ 置さΕた釣り針釣りࢳにབྷ·ͬたりɺҿΈࠐんͩりしͯɺ

ௗがࢮんでし·い·すɻෆཁな釣り針ɺ釣りࢳはඞͣؼͪ࣋
り·しΐ͏ɻ
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Ⅱ　有料河川漁場（第５種共同漁業権漁場） 

1．遊漁規則について
ɹ河川湖পに͋る༗ྉの釣り（内ਫ໘ୈ̑छڞಉݖۀړのړ
）ではɺそΕをཧする֤ڠۀړಉ߹が「༡نړଇ」をఆめ
͓ͯりɺ༡ऀړは͜ΕをकΒなけΕなり·ͤんɻ

○遊漁規則の内容
ɹ༡نړଇにはɺମ長੍限ɺړ۩ړ๏ɺ༡ظړ間ɺ༡ړྉۚɺྉ
ۚのೲॴなどݱにଈした߲ࣄの΄かɺ֤߹にڞ௨な߲ࣄ
についͯもఆめΒΕͯい·すɻそΕは࣍のΑ͏な内༰ですɻ

（１）遊漁の承認および遊漁料の納付義務
ɹړ内で༡ړをしΑ͏ͱする߹はɺ߹のঝೝをडけɺ༡ړ
ྉを߹ࢦఆのೲॴにೲしなけΕなり·ͤんɻ

（２）遊漁料の額および納付方法について
ɹ༡ړྉのֹには࣍のΑ͏なಛྫが͋り·すɻ（一෦ҟなる߹
も͋り·す）
ɹ̰ɽະबֶの༮ࣇʜʜແྉ
ɹɹɹখதֶߍੜెʜʜ௨ৗྉۚの��2に૬当するֹ
ɹɹɹࢶମෆࣗ༝ऀʜʜݪଇͱしͯ௨ৗྉۚの��2に૬当するֹ
ɹ̱ɽೲࢦఆॴ以֎でړࢹһにೲする߹
ɹɹɹ௨ৗྉۚにطఆֹをՃࢉしたֹ
ɹɹɹ（Ճֹࢉは֤ړの༡نړଇのنఆにΑるɻ）

（３）遊漁に際し守るべきこと
ɹ̰ɽ߹かΒަさΕた༡ړঝೝূはඞͣܞଳしͯͩ͘さいɻ
ɹ̱ɽړࢹһのࣔࢦにैΘなけΕなり·ͤんɻ
ɹ̲ɽ ૬ޓにద当なڑをอͪɺଞのऀのͱなるߦҝをしͯ

はいけ·ͤんɻ
ɹ̳ɽ߹のఆめる߲ࣄについͯ९कしなけΕなり·ͤんɻ
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（４）違反者に対する措置
ɹ߹はɺ͜のنଇにҧしたऀにରしɺ༡ړのத止を໋͡ɺか
つ以ޙそのऀの༡ړをڋઈする͜ͱが͋り·すɻ

（５）問合せ先
ɹղ禁ɺ༡ړྉۚɺړ（釣り）にؔするৄࡉは֤河川ۀړ
ಉ߹࿈߹ձにڠۀړ河川ݝլ࣎たは·（রࢀ��.p）߹ಉڠ
͓たͣͶͩ͘さいɻ

ಉ߹࿈߹ձڠۀړ河川ݝլ࣎
（ॅॴ）˟�2������ɹɹେࢢに͓の࢛ஸ目��2�
（ి）�77(�22)��2�
（ϗーϜペーδ）IUUp���TIJHBLBTFO.DPN�

★ 外来生物ミズワタクチビルケイソウの
 生息域拡大防止にご協力お願いします★
ɹࠃ内で（࣎լݝもؚめͯ）৽たな֎དྷの河川ணܔʲϛζϫ
λΫチϏルέΠιʳがݟつかͬͯい·すɻൟໜするͱϛζϫλ
のΑ͏な܈ੜをつ͘りɺړのΞϢのఆணを͛たりɺֻけ
にが·ͱΘりつ͘等のӨڹがݒ೦さΕͯい·すɻੜଉҬ֦େの
止のためɺ釣۩等の使用ޙは以下のํ๏にΑるফಟを͓ئいし
·すɻ
ɹ�. ೱ�ˋ以上৯Ԙਫに�以上ਁ௮
ɹ2. ��ˆ以上の͓౬に�以上ਁ௮
ɹ�. ���以上Τλϊール༹ӷのໄ
ৄし͘は࣎լݝਫݧࢼ࢈ϗーϜペーδを
ご֬ೝͩ͘さいɻ
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�ɽݖۀړରڕछ一ཡ （ྩ��2݄�ࡏݱ）

໔ڐ൪߸ ɹړ
あ

ゆ

わ
か
さ
ぎ

こ

い

ふ

な

も
ろ
こ

内ڞୈ̍߸ େ ੴ 川

内ڞୈ２߸ ৴ ָ 川

内ڞୈ̏߸ େ ށ 川 ˓

内ڞୈ̐߸  ऱ 川 ˓ ˓ ˓ ˓

内ڞୈ̑߸   川 ˓ ˓

内ڞୈ̒߸ Ѫ  川 ˓

内ڞୈ̓߸ Ѫ  川 ˓

内ڞୈ̔߸ ݘ 上 川 ˓ ˓ ˓

内ڞୈ̕߸ ࢞ 川 ˓

内ڞୈø÷߸   川 ˓

内ڞୈøø߸ ߴ ࣌ 川ɺ ਿ  川 ˓

内ڞୈøù߸ ਿ  川 ˓

内ڞୈøú߸ ߴ ࣌ 川 ˓

内ڞୈøû߸ ༨ ޖ 湖 ˓ ˓ ˓ ˓

内ڞୈøü߸ י 川 ˓

内ڞୈøý߸ ҆ ಶ 川 ˓

内ڞୈøþ߸ ҆ ಶ 川 ˓

内ڞୈøÿ߸ 針 ാ 川 ˓

内ڞୈøĀ߸ ҆ ಶ 川ɺ 針 ാ 川 ˓
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に
じ
ま
す

あ

ま

ご

い

わ

な

う

な

ぎ

ऀݖۀړ ి൪߸

˓ ˓ ˓
 ଟ 川 ړ ڠ � 7 7 ( � � � ) � 7 � �

˓ ˓ ˓

େ ށ 川 ړ ڠ � 7 7 ( � � � ) � 7 7 �

˓ ˓ ˓ ˓  ࢁ ړ ڠ � 7 � � ( � � ) � � � �

  ொ ړ ڠ � 7 � � ( � 2 ) 2 � � 7

˓ ˓ ˓ Ѫ  川 ړ ڠ � � � ( � � � � ) 7 � � 7

˓ ˓ ˓ Ѫ川上ྲྀڠړ � 7 � � ( 2 � ) � � 2 �

˓ ˓ ˓ ˓ େ ୌ ړ ڠ � 7 � � ( � � ) � � � �

˓ ˓ ˓ ࢞ 川 上 ྲྀ ړ ڠ � 7 � � ( � � ) � � � �

˓ ˓ ˓ ˓   川 ړ ڠ � 7 � � ( 7 � ) � � 2 �

˓ ˓ ߴ ࣌ 川 ړ ڠ � 7 � � ( � 2 ) 2 7 � �

˓ ˓ ˓ ਿ  川 ړ ڠ � 7 � � ( � � ) � � 7 �

˓ ˓ ୮ ੜ 川 ړ ڠ � 7 � � ( � � ) 2 � � 7

˓ ༨ ޖ 湖 ړ ڠ � 7 � � ( � � ) � � � �

˓ ˓ ˓ ߴ ౡ י 川 ړ ڠ � 7 � � ( � 7 ) � � 7 �

ኍ  ړ ڠ � 7 � � ( � � ) � 2 � �
� � 2 �

˓ ˓
ٺ  ړ ڠ � 7 � � ( � � ) 2 � � �

˓ ˓

˓ ˓ ᓹ 川 ړ ڠ � 7 7 ( � � � ) 2 � 2 �
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4．河川漁業協同組合の遊漁規則一覧表 （ྩ��2݄�ࡏݱ）

※ ͜ のදは֓ཁですɻړにΑͬͯはɺ͜のද以֎にも禁止۠Ҭઐ用۠を
ઃఆしͯいる߹が͋り·すɻ༡ړをするࡍはɺ֤ړの༡نړଇにैͬ
ͯͩ͘さいɻ

ऀݖۀړ ॅɹॴ ి൪߸ のҐ置ړ छڕ
۩ړ
・

๏ړ

ଟ川ڠړ
େࢢେੴ
川ؠ
��൪

�77（���）�7��

େࢢઌ
େੴ川ے

େࢢઌ
৴ָ川ے

に͡·す
͋ · ご
い Θ な

 釣

ඇग़ࢿ
େށ川ڠړ

େࢢ
一ஸ目

�൪�7߸
�77（���）�77� େࢢઌ

େށ川ے ͋ Ώ

༑ 釣
（͋ΏルΞ
ーは禁止）

引 ֻ
投 網
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༡ظړ間
༡ړྉۚ

۠Ҭ
݊

݊
ୈ�۠ ୈ2۠ ୈ�۠ ୈ�۠

ղ禁かΒ
�݄��·で ʵ �間தɹظ���ԁ なし

ղ禁かΒ
�݄��·で

ղ禁かΒ�間
����ԁ

�目かΒ
投網ղ禁
のલ·で

2���ԁ

投網ղ禁以߱
����ԁ

なし

ղ禁۩ړهࠨ
かΒ

�݄��·で
ղ禁かΒ�間
����ԁ

�目以߱
����ԁ
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ऀݖۀړ ॅɹॴ ి൪߸ のҐ置ړ छڕ
۩ړ
・

๏ړ

ڠړࢁ
ࢢլߕ

ࢁொࠇୌ
���൪

�7��（��）���� ઌऱ川ࢢլߕ

͋ Ώ

༑ 釣
引 ֻ
さ で 網

投 網

͋ · ご
い Θ な
に͡·す

 釣

͏ な ͗
ྲྀ し 針
もんどり
݀ 釣
 釣

͜ い
; な  釣

Θかさ͗  釣

ொڠړ
ொ܊ੜו

େ࿏
2�7�൪の�

�7��（�2）2��7 ொ܊ੜו
ઌ川ے

͜ い
; な  釣

Ѫ川ڠړ
౦ۙࢢߐ
Ӭࣉݯ
૬୩ொ

��7�൪
���（����）7��7

౦ۙࢢߐઌ
Ѫ川ے

ೱີ์ྲྀ۠はɺ౦
ാொߕࢢߐۙ
ઌのѪ川ྲྀࢧौ
川のେԃఅかΒງ
ӽԃఅ·での۠Ҭ
（たͩしɺに͡·
すはӬࣉݯμϜΑ

り上ྲྀに限る）

͋ Ώ

༑ 釣
㕒 釣
ໟ 針 釣
引 ֻ
ख 網
ۄ 網
さ で 網

投 網

͋ · ご
い Θ な
に͡·す

 釣
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༡ظړ間
༡ړྉۚ

۠Ҭ
݊

݊
ୈ�۠ ୈ2۠ ୈ�۠ ୈ�۠

のղ禁۩ړهࠨ
かΒ�݄��·で

ʵ

間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ

�間தɹظ���ԁ なし

ղ禁かΒ
7݄��·で 間தɹ2ظ���ԁ

����ԁ
のղ禁۩ړهࠨ
かΒ�݄��·で 間தɹ2ظ���ԁ

प 2�間தɹظ��ԁ

����ԁ
ղ禁かΒ

�݄��·で 2�間தɹظ��ԁ

प ʵ 間தɹ���ԁظ ����ԁ

๏のړ֤
ղ禁かΒ

�݄��·で
ʵ

間தɹ2ظ���ԁ

����ԁ

のղ禁۩ړهࠨ
かΒ�݄��·で �間தɹظ���ԁ

ղ禁かΒ
�݄��·で

（たͩしೱີ์ྲྀ
۠は�2݄�かΒ

�݄��·で）

ೱີ
์ྲྀ۠ �間தɹظ���ԁ なし

ೱີ์ྲྀ
۠をআ͘
۠Ҭړ

�間தɹظ���ԁ ����ԁ
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ऀݖۀړ ॅɹॴ ి൪߸ のҐ置ړ छڕ
۩ړ
・

๏ړ

Ѫ川上ྲྀ
ڠړ

౦ۙࢢߐ
ॴொ

���2൪2
�7��（2�）��2�

౦ۙࢢߐઌ
Ѫ川ے

ɹ
ೱີ์ྲྀ۠はɺ౦
ᐝ༿ඌொࢢߐۙ
ઌのѪ川ྲྀࢧਢ
୩川のਫ上ۀ用
औਫ口（௨শɺਫ
上౬）かΒ一൪の

ୌ·での۠Ҭ

͋ Ώ

༑ 釣
（͋ΏルΞ
ーは禁止）
ໟ 針 釣
㕒 釣
引 ֻ

に͡·す
͋ · ご
い Θ な

 釣
ె ख
࠾ ั

 釣

େୌڠړ
܊上ݘ
ଟլொ
川૬

��7൪
�7��（��）���� ଟլொઌ܊上ݘ

ے上川ݘ

͋ Ώ

༑ 釣

投 網
引 ֻ

͜ い
; な  釣

͋ · ご
い Θ な
に͡·す

 釣

͏ な ͗ ྲྀ し 針
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༡ظړ間
༡ړྉۚ

۠Ҭ
݊

݊
ୈ�۠ ୈ2۠ ୈ�۠ ୈ�۠

の۩ړهࠨ
ղ禁かΒ

�݄��·で
શړ
۠Ҭ 間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ

ղ禁かΒ
�݄��·で

（に͡·すのΈ௨）
ೱີ

์ྲྀ۠ �間தɹظ���ԁ なし

ղ禁かΒ
�݄��·で

ೱີ์ྲྀ
۠をআ͘
۠Ҭړ

間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ

ղ禁かΒ
�݄��·での

߹のఆめた

ʵ

ղ禁かΒ�ि間
����ԁ

ղ禁�目かΒ
7݄��·で
2���ԁ

�݄�かΒऴྃ·で
2���ԁ ����ԁ

間தɹ2ظ���ԁ なし

प �間தɹظ���ԁ ����ԁ

ղ禁かΒ
�݄��

ղ禁
����ԁ

ཌかΒ
�݄��·で
2���ԁ

�݄�かΒ
�݄��·で
2���ԁ

�݄�かΒ
ऴྃ·で

�2��ԁ
����ԁ

ղ禁かΒ
�݄��

（͋Ώ༡ظړ間に限る）
なし ����ԁ
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ऀݖۀړ ॅɹॴ ి൪߸ のҐ置ړ छڕ
۩ړ
・

๏ړ

川上ྲྀ࢞
ڠړ

ถ٢ࢢݪ௬
7��൪の� �7��（��）���� ถࢢݪઌ

ے川࢞

͋ Ώ

༑ 釣

引 ֻ

投 網

に͡·す
͋ · ご
い Θ な

 釣

川ڠړ
長ࢢ
ொ

��2�൪
の��

�7��（7�）��2�
ɹɹɹɹɹ���7

長ࢢઌ
川ے

ɹ
ೱີ์ྲྀ۠はɺ長
ࢢொઌの
ڮ上ྲྀ���N

かΒಉڮ下ྲྀ
���N·での۠Ҭ

͋ Ώ
༑ 釣

投 網

͋ · ご
い Θ な
に͡·す

 釣

͏ な ͗ ྲྀ し 針
݀ 釣

ڠړ川࣌ߴ
長ࢢ

೭ຊொ
川߹

�൪の�
�7��（�2）27�� 長ࢢઌ࣌ߴ川

ےΑびਿ川͓ے

͋ Ώ

༑ 釣
（͋ΏルΞ
ーは禁止）
ໟ 針 釣

引 ֻ
投 網

に͡·す
͋ · ご  釣

ਿ川ڠړ
長ࢢ

೭ຊொ
ਿຊ

���൪�
�7��（��）��7� 長ࢢઌ

ਿ川ے

͋ Ώ ༑ 釣
引 ֻ

͋ · ご
い Θ な  釣

͏ な ͗ ྲྀ し 針
竹 筒
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༡ظړ間
༡ړྉۚ

۠Ҭ
݊

݊
ୈ�۠ ୈ2۠ ୈ�۠ ୈ�۠

の۩ړهࠨ
ղ禁Αり

�݄��·で
ʵ

ղ禁かΒ�間
����ԁ

その7ޙ間
2���ԁ

そのޙ� ϲ݄間
2���ԁ

そのޙऴྃ·で
����ԁ ����ԁ

なし
2���ԁ

����ԁ

の۩ړهࠨ
ղ禁かΒ

�݄��·で

ୈ࢞）۠ړ�
川μϜかΒ
下ྲྀの۠Ҭ） 間தɹ2ظ���ԁ ����ԁୈ۠ړ�のղ禁以߱

に߹のఆめたか
Β�݄��·で

ୈ2࢞）۠ړ
川μϜかΒ
上ྲྀの۠Ҭ）

ղ禁Αり
�݄��·で

ೱີ์ྲྀ
۠をআ͘
۠Ҭړ

ղ禁かΒ�間
����ԁ そのޙऴྃ·でɹ2���ԁ

����ԁ
なし

ղ禁Αり
�݄��

ೱີ์ྲྀ
۠をআ͘
۠Ҭړ

ղ禁かΒ�間
����ԁ そのޙऴྃ·でɹ2���ԁ ����ԁ

ղ禁Αり�݄��
（に͡·すのΈ
�2݄��·で）

ೱີ
์ྲྀ۠ 間தɹ2ظ���ԁ なし

ղ禁Αり
�݄��·で

ೱີ์ྲྀ
۠をআ͘
۠Ҭړ

なし ����ԁ

の۩ړهࠨ
ղ禁かΒ

�݄��·で
ʵ

ղ禁
����ԁ

そのޙ投網ղ禁
લ·でɹ

2���ԁ
そのޙऴྃ·で

����ԁ ����ԁ

ղ禁
����ԁ

そのޙऴྃ·で
2���ԁ ����ԁ

�間தɹظ���ԁ ����ԁ

の۩ړهࠨ
ղ禁かΒ

�݄��·で
ʵ

間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ

間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ

間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ
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ऀݖۀړ ॅɹॴ ి൪߸ のҐ置ړ छڕ
۩ړ
・

๏ړ

୮ੜ川ڠړ
長ࢢ
༨ޖொ
上୮ੜ

2���൪
�7��（��）2��7 長ࢢઌ

ے川࣌ߴ

͋ Ώ

༑ 釣
（ルΞー
使用禁止）

引 ֻ
投 網

い Θ な
͋ · ご  釣

༨ޖ湖ڠړ

長ࢢ
༨ޖொ
川ฒ

2���൪
の�

�7��（��）���� 長ࢢઌ༨ޖ湖

Θかさ͗

 釣

͜ い
; な

も Ζ ͜

͏ な ͗

川יౡߴ
ڠړ

ࢢౡߴ
ࣛϲ

���൪�
�7��（�7）��7� ے川יઌࢢౡߴ

͋ Ώ

༑ 釣

引 ֻ
投 網

に͡·す
͋ · ご
い Θ な

 釣
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༡ظړ間
༡ړྉۚ

۠Ҭ
݊

݊
ୈ�۠ ୈ2۠ ୈ�۠ ୈ�۠

ղ禁かΒ
�݄��·で

ʵ

ղ禁
����ԁ

ཌΑり��間
����ԁ

以ޙऴظ·で
2���ԁ

����ԁ
のղ禁۩ړهࠨ
かΒ�݄��·で

ղ禁
����ԁ

ཌΑり7間
����ԁ

以߱ऴظ·で
2���ԁ

�݄�かΒ
�݄��·で 間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ

ղ禁かΒ
�݄��·で

ʵ

�間தɹظ���ԁ なし

�݄�かΒ
�2݄��·で

�間தɹظ���ԁ

����ԁ

なし
�݄�かΒ

�2݄��·で

のղ禁۩ړهࠨ
かΒ�݄��·で ʵ

ղ禁か
Β�間
2���ԁ

その݄�ޙ��·でɹ2���ԁ ����ԁ

�間தɹظ���ԁ なし

間தɹ2ظ���ԁ ����ԁ
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ऀݖۀړ ॅɹॴ ి൪߸ のҐ置ړ छڕ
۩ړ
・

๏ړ

ኍڠړ
ࢢౡߴ

҆ಶ川ொ
長ඌ

�7�൪

�7��（��）�2��
ɹɹɹɹɹ��2�

ઌࢢౡߴ
҆ಶ川ے ͋ Ώ

༑ 釣
ໟ 針 釣
㕒 釣

引 ֻ

投 網

ڠړٺ
ࢢౡߴ

ࢢٺ
��7൪

�7��（��）2���

ઌࢢౡߴ
҆ಶ川ے

ઌࢢౡߴ
針ാ川ے

͋ Ώ

༑ 釣
（͋ΏルΞ
ーは禁止）
引 ֻ

投 網

͋ · ご
い Θ な  釣

ᓹ川ڠړ
େࢢ

川ଜொ
2�7൪

の�7
�77（���）2�2� େࢢઌ

҆ಶ川ے

͋ Ώ

༑ 釣
（͋ΏルΞ
ーは禁止）

引 ֻ
投 網

͋ · ご
い Θ な  釣
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༡ظړ間
༡ړྉۚ

۠Ҭ
݊

݊
ୈ�۠ ୈ2۠ ୈ�۠ ୈ�۠

ղ禁かΒ
�݄��·で

ʵ

2間தɹ2ظ��ԁ ����ԁ

�݄�かΒ
�݄��·で

�間தɹظ���ԁ なし

の۩ړهࠨ
ղ禁かΒ

�݄��·で
ʵ

�間தɹظ���ԁ

なし

�間தɹظ���ԁ

2間தɹ2ظ��ԁ ����ԁ

の۩ړهࠨ
ղ禁かΒ

�݄��·で
ʵ

�間தɹظ���ԁ

����ԁ

なし

�間தɹظ���ԁ ����ԁ
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Ⅲ　漁業と遊漁に関する制度 

ɹۀړ༡ړͱؔΘりの͋る੍についͯɺそのུ֓を以下にઆ໌
し·すɻ͜͜ではɺ͓ۀړΑび༡ړͱは࣍のҙຯで使用しͯい·すɻ
ɹۀړŋŋŋŋਫ࢈ಈ২のั࠾·たはཆ৩のۀࣄɻ
ɹ༡ړŋŋŋŋ ϨΫϦΤーγϣンのために͏ߦ釣りなどɺӦརを目త

ͱしないਫ࢈ಈのั࠾等ɻ

1．漁業法
ɹۀړ๏はړを୭にど͏使Θͤるかͱい͏ړのར用ؔをఆ
めた๏でɺړの૯߹తߴར用ɺۀړのຽओԽを目తͱしͯ
い·すɻ༡ړもړのར用ͱい͏でਂ͘Θ͖ͬͯ·すɻۀړ
๏にはݖۀړɺڐۀړՄɺۀړௐなどについͯنఆさΕͯい·すɻ

（１）漁業権
ɹߦிの໔ڐにΑりઃఆさΕるಛఆのਫ໘に͓いͯಛఆのۀړ
をӦΉݖརですɻݖۀړはڞಉݖۀړɺ۠ըݖۀړɺఆ置ݖۀړ

（ຊݝにはなし）の�छྨにけΒΕ·すɻ
ɹڞಉݖۀړͱは一ఆのਫ໘をڞಉにར用しͯۀړをӦΉݖརで
すɻຊݝにはɺγδϛなどྨをั࠾するୈ�छڞಉۀړɺ琵琶
湖ಠಛの「͑り」河川をḪ上するΞϢなどをͱる「な」など
ఆ置ࣜの網ړ۩を使用するୈ2छڞಉۀړɺ河川の上・தྲྀҬ
༨ޖ湖などの内ਫ໘でなさΕる内ਫ໘ୈ�छڞಉۀړが͋り·すɻ
ɹ۠ըݖۀړͱはɺਫ࢈ಈ২のཆ৩をӦΉݖۀړですɻຊݝではɺ
琵琶湖の内内湖でߦΘΕͯいるਅचཆ৩ۀਅचཆ৩ۀの
ଞに湖தにුかべた網Πέεࣜのྨڕཆ৩ۀが͜Εに͋たり·すɻ
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（参考）第５種共同漁業権について
ɹୈ�छڞಉݖۀړがઃఆさΕͯいる河川湖পなど内ਫ໘はɺᶃ
ਫ໘が限ఆさΕ͓ͯりɺかつૢۀが༰қなためݯࢿがׇރする͓
そΕがେ͖͘ɺ૿৩しないͱりたたないɺᶄݩ֎かΒた͘さ
んの釣りਓがདྷるɺなどのಛをͯͬ࣋い·すɻ
ɹ͜のためɺݖۀړの໔ڐをडけたڠۀړಉ߹には૿৩がٛ
づけΒΕ͓ͯりɺ·た「༡نړଇ」にΑり一ൠの༡ऀړのする࠾
ัを੍限しɺ「༡ړྉ」をऩする͜ͱがで͖·すɻ
ɹたͩしɺڠۀړಉ߹がෆ当に༡ړを੍限する͜ͱはڐさΕͯ
い·ͤんɻ༡نړଇの੍ఆ・มߋに͋たͬͯはɺړར用のެਖ਼
をਤるためɺࣄがऀۀړ༡ऀړのදなどかΒߏさΕる内
ਫ໘ړཧҕһձのҙݟを͖いͯೝՄする͜ͱになͬͯい·すɻ
ɹな͓ɺ「༡ړྉ」ͱはڠۀړಉ߹がٛͱしͯͯͬߦいる૿৩
͓Αびړཧのඅ用を߹һͱಉ༷に一ൠの༡ऀړにもෛ୲し
ͯもΒ͓͏ͱい͏झࢫのものですɻڕを釣Βͤͯɺも͏ける੍
では͋り·ͤんɻ
ɹ※ ୈ�छڞಉړݖۀړ内に͓ける「༡ړ」ͱはɺ໔ڐをडけた߹に

ॴଐしͯいる߹һ以֎のऀがするਫ࢈ಈ২のั࠾をࢦし·すɻ

（２）漁業許可
ɹۀړのڐՄͱはɺ一ൠతに禁止さΕたۀړをಛఆのऀにରしͯ
禁止をղআしͯɺそのۀړをӦΉࣗ༝を༩͑る͜ͱを内༰ͱする
ՄڐがࣄՄするものͱɺڐେਉが࢈ிのॲですɻྛਫߦ
するものが͋り·すɻຊݝにはɺࣄのڐՄにجづ͘ۀړͱしͯɺ
び͖網ۀړɺԭび͖網ۀړɺ網ۀړɺさで網ۀړɺ͋Ώԭ
す͘い網ۀړɺ͑びたつべۀړなどが͋り·すɻ
ɹ͜の΄かɺؔػڀݚݧࢼが࣮ࢪするڀݚݧࢼなどಛผのཧ༝に
Αりਫ࢈ಈ২のั࠾をೝめるものをಛผڐั࠾Մͱいい·すɻ
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（３）漁業調整
ɹۀړௐͱはɺ「ಛఆਫݯࢿ࢈の࠶ੜ࢈の્の止एし͘は
ಛఆਫݯࢿ࢈以֎のਫݯࢿ࢈のอଘٴびཧຢはړの使用にؔ
するฆ૪の止のためにඞཁなௐ」をいい·すɻۀړௐのた
めॏཁなׂをՌたすؔػͱしͯɺւ۠ۀړௐҕһձɺ内ਫ໘
ಈ২のൟ࢈ཧҕһձが͋り·すɻ͜ΕΒのҕһձはɺਫړ
৩อޢɺߦݖۀړ使のదਖ਼Խɺړ使用にؔするฆ૪のղܾその
ଞۀړௐのためにؔऀにରしͯඞཁなࣔࢦをする͜ͱがで͖
·すɻ͜Εを「ҕһձࣔࢦ」ͱいい·すɻั࠾禁止などのࣔࢦが
ग़さΕた߹には༡ऀړも当વそのରͱなり·すɻ

2．水産資源保護法
ɹਫݯࢿ࢈のอޢഓཆをਤりɺかつそのޮՌをকདྷにΘたͬͯҡ
༩する͜ͱを目తͱする๏دのൃలにۀړする͜ͱにΑりɺ࣋
ですɻਫ࢈ಈ২に༗なもののҨغの੍限ɺਫ࢈ಈの༌ೖ
Ӹɺอޢਫ໘ɺαέなどさ͘河ྨڕのอޢഓཆなどにؔする͜ͱ
がنఆさΕͯい·すɻ

（参考）保護水面について
ɹอޢਫ໘ͱはɺਫ࢈ಈが࢈ཛしɺஓڕがҭしɺ·たはਫ࢈
ಈ২のछබがൃੜするのにదしͯいるਫ໘で͋ͬͯɺそのอޢ
ഓཆのためඞཁなા置をͣߨべ͖ਫ໘ͱしͯࣄがࢦఆする۠Ҭ
をいい·すɻ一ൠにࣄがཧܭըにجづいͯཧしͯい·すɻ
·たɺอޢਫ໘内でのࣄについͯはɺཧऀたるࣄのڐՄ
ࣄのٞڠがඞཁな߹が͋り·すɻ
ਫ໘がɺ҆ಶ川・ੴాޢཛൟ৩のためのอ࢈にはɺΞϢのݝլ࣎  
川・内川・Ԙେ川・࢞川・ఱ川・ݘ上川・川の̔河川
にઃఆさΕͯい·す（1.ࢀ�����র）ɻ
ɹ·たɺϑφɺϞϩίの࢈ཛൟ৩のためのอޢਫ໘がɺ長ࢢの
湖ொւߐかΒಉொඌ上にかけͯのઌͱۙߐീ഼ࢢொの
ઌの２ਫҬにઃఆさΕͯい·す（1.ࢀ��র）ɻ
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3．滋賀県漁業調整規則
ɹۀړ๏͓Αびਫݯࢿ࢈อޢ๏ɺそのଞۀړにؔする๏ྩͱ͋い
·ͬͯɺ࣎լݝに͓けるਫݯࢿ࢈のอޢഓཆ͓Αびଞۀړௐを
ਤりɺもͬͯۀړੜྗ࢈をൃలさͤる͜ͱを目తͱするنଇですɻ
औకりۀړഓཆ͓Αびޢのอݯࢿ࢈Մにؔする͜ͱਫڐのۀړ
にؔする͜ͱがنఆさΕͯい·すɻਫ࢈ಈ২のั࠾の੍限禁
止にؔする߲ࣄもଟ͘ɺ琵琶湖河川での༡ړにΘͬͯい
るنଇですɻ

4．遊漁船業の適正化に関する法律  
ɹ༡ړ船のར用ऀの҆શの֬อɺརӹのอޢをਤͬͯい͘͜ͱɺ
���݄ݩを֬อする͜ͱを目తにฏの҆ఆతなར用ؔړ
にߦࢪさΕ·したɻฏ���݄�のվਖ਼にΑり༡ړ船ऀۀ
はࣄのొがඞཁͱなͬたଞɺར用٬に҆શかつ੍نにԊͬ
た釣り等をͯͬߦもΒ͏ためɺҊ内するړでの੍نั࠾等をɺ
ར用٬にपさͤなけΕなΒないなどɺ一ఆのٛが՝ͤΒΕ
·したɻ·たɺྩ��݄2のվਖ਼ではɺར用ऀの҆શཧに
ؔする߲ࣄをهした৽たなۀنఆの࡞などɺ҆શੑ上の
めΒΕる͜ͱになり·しٻに৽たながऀۀ船ړかΒ༡؍
たɻ

（༡ړ船ۀͱは）
ɹ๏ではɺ船舶にΑりར用ऀをړ（ւ໘琵琶湖などのಛఆ
の湖প）にҊ内しɺ釣りɺそのଞのํ๏でڕなどをั࠾さͤるࣄ
ͱしͯい·すɻۀ船ړを༡ۀ
ɹүしɺいかͩしɺ؛͖しɺແಈྗ船のړ·でのҊ内
なども༡ړ船ۀにؚ·Ε·すがɺ୯なるି船ۀは該当し·ͤんɻ
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琵琶湖　適合証

琵琶湖でプレジャーボートを航行させるには、県の交付する
適合証の表示が必要です。 （ྫୈ��の2ୈ�߲）
ద߹ݪಈػࡌఖ（�αΠΫルΤンδン͓Αびڥର2ܕࡦαΠΫル
ΤンδンのϓϨδϟーボート）にはɺ「ద߹ূ」をදࣔしなけΕな
り·ͤんɻ
ద߹ূはɺ琵琶湖อશ࠶ੜ՝ 琵琶湖Ϩδϟーରࡦでަٻする
͜ͱがで͖·すɻ（ద߹ূのަにはɺ����ԁのखྉがඞཁですɻ）
ɹ˓ 琵琶湖ではɺैདྷ2ܕαΠΫルΤンδンのϓϨδϟーボートはߤ

で͖·ͤんɻߦ
ɹ˓ ڥର2ܕࡦαΠΫルΤンδンͱはɺ「筒内ࣹ（%*）ํࣜ」ɺ

͓「೩ྉࣹ置ͱ৮ഔをซͤͯඋ͑るํࣜࣜࢠి」 Αび「σΟー
θルํࣜ」のΤンδンですɻ

ɹ˓ Ϥットɺ�.�L8（2അྗ）ະຬのϛχボート等はɺ͜Ε·でど
͓り੍نର֎ですɻ

で͓い߹Θͤͩ͘さいɻ·هについͯはɺ下ࡉৄ
ɹ࣎լݝ琵琶湖ڥ෦琵琶湖อશ࠶ੜ՝ɹ琵琶湖Ϩδϟーରࡦ
ɹ5&-ɹ�77��2������

5．滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例
ɹ琵琶湖に͓けるϨδϟー׆ಈのଟ༷Խにいɺ༷ʑなڥのෛՙ
がੜͯ͡いるݱঢ়かΒɺ͜ΕΒをݮし琵琶湖をで͖る限り݈શな࢟
でੈ࣍引͖ܧいでい͘͜ͱを目తͱしͯฏ��݄̐̍かΒࢪ
さΕ·したɻ·たɺฏ����݄ɺฏ��݄͓̏Αびฏ2�ߦ
�݄にはྫの一෦վਖ਼がߦΘΕ·したɻ
ɹ͜のྫではɺ琵琶湖ݻ༗のੜଶܥਫ࣭などのࣗવڥͱ琵琶湖
प辺でੜ׆するਓʑのੜڥ׆のอશを目ࢦしͯɺϓϨδϟーボート
の੍نߦߤਫҬのࢦఆɺैདྷ2ܕαΠΫルΤンδンの使用禁止ɺ釣り上
͛たϒルーΪルɺΦΦΫチόεɺίΫチόεのྲྀ์࠶の禁止などɺϨ
δϟー׆ಈのルールをఆめͯい·すɻ
ɹ͜の͏ͪɺ֎དྷڕのྲྀ์࠶の禁止はɺ琵琶湖ຊདྷのੜଶܥをकるた
めにはɺࡏݱ琵琶湖Ԋ؛Ҭ͓Αび河川ɺμϜ湖ɺため等にੜଉする
ϒルーΪルΦΦΫチόε等の֎དྷڕをݮΒしͯい͘͜ͱがෆՄܽで
͋る͜ͱかΒɺ釣りͱい͏Ϩδϟーにରしͯも釣り上͛た֎དྷڕを࠶
び琵琶湖等にさないͱい͏ルールをઃけたものですɻ
ɹ·たɺϨδϟーར用ऀは琵琶湖に͓いͯϨδϟー׆ಈを͏ߦに当ͬ
ͯはɺڥྀ製を使用するΑ͏める͜ͱͱさΕͯい·すɻ
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6．ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例
ɹฏ���݄2�に「;るさͱ࣎լのੜಈ২ͱのڞੜにؔする
ྫ」がશ໘ߦࢪさΕ·したɻ͜のྫにجづ͖ɺ「ࢦఆرগੜಈ২
छ」͓Αび「ࢦఆ֎དྷछ」がࢦఆさΕͯい·すɻ͜ΕΒのࢦఆछに
ついͯɺฏ���݄�かΒɺࢦఆرগੜಈ২छについͯはɺ捕
獲・採取等の原則禁止ɺࢦఆ֎དྷछについͯはɺ野外への放逐の禁止お
よび飼養等の届出がඞཁͱなり·すɻ
ɹྨڕではɺࢦఆرগੜಈ২छͱしͯɺΠチϞンδλφΰɺϋϦϤɺ
ΞϒϥώΨΠɺࢦఆ֎དྷछͱしͯλΠϦΫόϥλφΰɺϐϥχΞྨɺ
ΧϫϚεɺϒϥントϥトɺΦϠχϥϛがࢦఆさΕͯい·す（ྩ�
�݄�ࡏݱ）ɻ
อશ՝にご֬ೝͩ͘さڥ෦ࣗવڥ琵琶湖ݝլ࣎についͯはɺࡉৄ
いɻ

（参考）特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に
関する法律（外来生物法）

ɹ֎དྷੜにΑるੜଶܥɺਓのੜ໋・ମɺྛਫۀ࢈のඃを
止する͜ͱを目తͱしͯɺฏ�7�݄̍にߦࢪさΕ·したɻಛに
৵ུతな֎དྷੜはɺಛఆ֎དྷੜͱしͯɺ飼育・栽培・保管・運搬・
販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則として禁止さΕͯい·すɻ
ҧ内༰にΑͬͯはඇৗにॏいേଇが՝ͤΒΕ·すɻ

ɹྨڕではɺಛఆ֎དྷੜͱしͯɺガー科の全種、ガー科に属する種
間の交雑により生じた生物、オオタナゴ、コウライギギ、チャネルキ
ャットフィッシュ、ブラウンブルヘッド、フラットヘッドキャットフ
ィッシュ、ヨーロッパナマズ（ヨーロッパオオナマズ）、カワカマス科
の全種、カワカマス科に属する種間の交雑により生じた生物、カダヤシ、
ガンブスィア・ホルブロオキ、ブルーギル、コクチバス、オオクチバス、
ラウンドゴビー、ナイルパーチ、ホワイトパーチ、ストライプトバス、
ホワイトバス、ストライプトバスとホワイトバスの交雑個体、ラッフ、
ヨーロピアンパーチ、パイクパーチ、ケツギョ、コウライケツギョが
（ࡏݱ��݄�ྩ）ఆさΕͯい·すࢦ
をごཡ下さいɻهについͯはɺ下ࡉৄ
ɹڥল֎དྷੜ๏ϗーϜペーδɹIUUp���XXX.FOW.HP.Kp�OBUVSF�JOUSP�
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Ⅳ　参考 

1．コイヘルペスウイルス病について
ɹฏ��かΒฏ��にかけͯݝ内でίΠϔルペεΠルε
පがൃੜしɺఱવίΠࣂҭίΠにେ͖なඃがग़·したɻಛに
琵琶湖ではඇৗにଟ͘のίΠがࢮんでし·い·したɻฏ�7
以߱ɺൃੜはܹݮしɺ·たʑݮগしͯい·すɻ͜のපؾの·
んԆを͙ためにɺ引͖ଓ͖օさんのごྗڠを͓ئいし·すɻ

○病気のまん延を防ぐために次のことを守ってください。
ɹ˙ 琵琶湖河川で釣り等にΑりั࠾したίΠをͪ࣋ग़しͯଞの

ਫ໘に์ྲྀする͜ͱは禁止さΕͯい·すɻ
ɹ˙ օさんがࣂҭしͯいるίΠࢮんͩίΠを琵琶湖河川に์

したりࣺͯたりしないでͩ͘さいɻ
ɹɹ（േଇがద用さΕる߹が͋り·すɻേଇ$ྨ p2�）

○コイヘルペスウイルス病とは
ɹ͜のපؾのݪҼはίΠϔルペεΠルε(,)7)ͱݺΕるΠ
ルεですɻ͜のපؾにかかるڕはίΠ(χγΩΰΠをؚΉ)ͩけで
すɻපؾにかかͬたίΠかΒ৮ないしਫをかいしͯଞのίΠに
છしͯい͖·すɻίΠϔルペεΠルεපにかかͬたίΠはɺײ
ಈ͖がಷ͘なり㕒を৯べな͘なりࢮんでい
͖·すɻ͜のපؾはਫԹが��ˆかΒ��ˆ
͘Βいの࣌に͜ىりɺಛに��ˆかΒ2�ˆ
の࣌に࠷もൃපしす͘なり·すɻ
ɹこのウイルスは人に感染することはあり
ません。またこのウイルスに感染したコイ
を食べても人体に全く影響はありません。



これに違反して捕った魚の所持・販売も禁止！

滋賀県農政水産部水産課

ᢌӒしたئӳは⅚๔Ⴤಅᛦૢᙹ則↚↷↺罰則ⅻᢘဇↄれ↺こ↗ⅻⅱ↹まↈ⅛

罰則：６月以下の懲役もしくは１０万円以下の
罰金またはこれの併科

（TEL 077-528-3872）

県内全域
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違反により捕った魚の所持・販売も禁止！
有料釣り場では、漁協の遊漁規則に従ってください

滋賀県農政水産部水産課

これらに違反した場合は、滋賀県漁業調整規則による罰則が適用されることがあります

罰則：６月以下の懲役もしくは１０万円以下の罰金またはこれの併科

（TEL 077-528-3872）

すべての水産動物の採捕禁止！

知内川

石田川
安曇川

姉川

犬上川

高時川

塩津大川

天野川

和邇川
9月1日～11月30日の間

なお、保護水面（右図の区域）では

8月21日～11月20日は
※8月31日までは、釣り、たも網、手づかみで捕ることは可能
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魚釣りをする場合は、エリから離れてください。

・エリ（小型定置網）は、漁業者の大切な漁具です。

・エリ近くでの船舶の航行や魚釣りは漁具が損傷することにつながるだけ
　でなく、水中のロープ等に接触する恐れがあり大変危険です。

・またエリが設置されている区域には、漁業法に基づく第２種共同漁業権
　が設定されており、漁業権を侵害した場合、漁業法の規定に基づき処罰
　される場合があります。（漁業法第195条）

スマートフォンやタブレットから

ᢂƷࠐ WEB ༿
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遊漁の手帖
令和6年3月

〒520-8577 大津市京町四丁目1-1
電話　077（528）3872（直通）

メールアドレス　gf00001@pref.shiga.lg.jp

印刷　有限会社 プロテベール

滋 賀 県 農 政 水 産 部 水 産 課
琵 琶 湖 海 区 漁 業 調 整 委 員 会
滋賀県内水面漁場管理委員会

遊漁の手帖

令和6年（2024年）版
滋賀県農政水産部水産課
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遊漁の手帖
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滋賀県農政水産部水産課
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ჷƬƯǇƢƔᲹ  
https p : ps://fishiga g . ga.a.aumirec e . ec.com 

᳟᳜᳑ǢȗȪƸƜƪǒᲛ 

ᢂƷȫȸȫ ȫƕቇҥƴǘƔ Ɣǔ᳟᳜᳑ǢȗȪƷƜƱ ƱᲛ 

ȷ ȷȞȃȗɥƴಅೌئǍᅠഥғ؏ƳƲǛǘƔǓǍƢƘᘙᅆ 
ȷ ȷᢂƴ᧙ƢǔȫȸȫƕɟΨ҄ 
ȷ ȷᩓ܇༿ ܇༿ž žᢂƷࠐ ࠐſ ƴǋǢǯǻǹӧᏡ 

内水面漁場  漁場（有料漁  
場 場） の情報を表示  

漁業権漁場を可視化  位置情報から自分がい  
る場所の情報がわか  わかる  




